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個人向け資産管理 
 ②プレーヤ事例（１） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

Mint 
 

2006年 
米国 

(マウンテンビュー) 

不明 35人 銀行口座の入出金管理、クレ
ジットカード利用、ローン等の資
産負債を一括管理するウェブ
サービス。節約に関する提案、
他顧客と比較した支出傾向の
分析も提供 

• 金融機関によるオ
ンライン広告(成功
報酬ベースの料金
体系) 

• 銀行口座登録が
容易(他サービスの
半分以下の時間) 

• 高度な支出項目
の分類精度 
 

顧客数1,500万人
以上 
 

Credit Karma 2007年 
米国 

(サンフランシスコ) 

不明 250 - 500
人 

顧客に自分の信用状態 
(クレジットスコア)に関するレポー
トを提供。信用状態に応じて、
ローンの提案も行う 

• 金融機関によるオ
ンライン広告(掲出
ベースの料金体
系) 

• サービスは無料で、
クレジットカードの登
録が不要 

顧客数3,000万人
以上 

eToro 2007年 
英国 

（ロンドン） 

不明 150 – 500
人 

全顧客（会員）は自らの取引
ポジションおよび運用成績を他
の会員に開示。 
顧客は優良成績を残す会員の
ポジションを真似ることで、運用
成績向上を図る 

• 取引を行うごとに手
数料を徴収 

• 世界最大のソー
シャルトレーディング
プラットフォーム 

顧客数170カ国
450万人以上 

Betterment 2007年 
米国 

(ニューヨーク) 

10億米ドル超が 
管理下にある 

 (2014年末まで
の計画) 

50人 オンライン投資アドバイス提供・
運用受託 

• 契約者から
0.15%～0.35%
の管理費を徴収
(フリープランもあり) 

• 顧客独力での運用
(DIY investor)と
比較して4.3%高
いリターン 

• 端株取引等豊富
な付随サービスが
無料で利用可能 

顧客数90,183人
(2015年5月) 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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個人向け資産管理 
 ②プレーヤ事例（２） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

Wealthfront 2008年 
米国 

(カリフォルニア州パ
ロアルト) 

売上高 
3百万米ドル 
(2014期) 

 
 受託資産 
26億米ドル 

62人 オンライン投資アドバイス提供・
運用受託 

• 1万ドルまで無料、
以降は月率
0.25% 
を契約者から徴収
(最低投資額500
ドル) 

• 個人退職年金
(IRA)の運用も可
能 

不明 

HelloWallet 2009年 
米国 

(ワシントン DC) 

売上高 
3百万米ドル 
(2014期) 

60人 顧客企業の福利厚生として従
業員に対してサービス提供。借
金管理や計画的な支出などカス
タマイズされたファイナンス助言を
行う 

• 契約者企業から徴
収(1人毎月
$8.95) 

• 企業から利用料を
徴収することにより、
投資者の負担感を
緩和 

主要顧客: United 
Technogies, AON, 
Bank on DC, 
Marsh & 
McLennan 

LearnVest 2009年 
米国 

(ニューヨーク) 

不明 34人 通常フィナンシャルプランナーから
提供される支出や資産の管理・
計画への助言をオンラインで提
供 

• 助言手数料および
広告料 

• 顧客の支出行動に
加え、当社の資産
価格予測も考慮し、
運用方法を提案 

顧客は20-35歳中
心 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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個人向け資産管理 
 ②プレーヤ事例（３） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

Simple Finance 
Technology 
C   

2009年 
米国 

(オレゴン州 
ポートランド) 

 

660万超の取引 
(2013年) 

92人 The Bancorp BankとCBW 
Bankの銀行代理店として、オン
ラインバンキングツールを提供。
家計管理機能も搭載 

• 低利で預金を獲得
し、運用益の一部
を銀行から受領 

• ストレスフリーの顧
客体験を提供 

• 顧客の支出情報を
分析し、貯蓄目標
の達成への助言機
能もあり 

顧客数 10万人 
(2012年末の5倍)  

BillGuard  2010年 
米国・イスラエル 
(ニューヨーク・ 
テルアビブ) 

不明 11 - 50人 不適切なカード利用(必要のな
い月額課金等)を顧客に告知し、
家計を適正化 

• 有料プランの手数
料(無料プランあり) 

• 機関投資家への
データ提供 

• ビッグデータ解析に
より不適切な利用
パターンを高精度に
検知 

顧客数1,200万人 

motif investment 2010年 
米国 

(カリフォルニア州 
サンマテオ) 

不明 8人 オンライン投資アドバイス提供・
運用受託 
(Motifと呼ばれるパッケージ商
品を販売) 

• 運用商品1単位
(1Motif)の購入
手数料9.95ドル 

• 銘柄入替の際、1
銘柄/ETFあたり
4.95ドル 

• 管理費が無料、初
期コスト9.95ドル
のみで利用開始可
能 

顧客数10万人以上 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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個人向け資産管理 
 ②プレーヤ事例（４） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

SigFig Wealth 
Management 
LLC 

2011年 
米国 

(サンフランシスコ) 

売上高 
3百万米ドル 
(2013期) 

 

11 - 50人 通常フィナンシャルプランナーから
提供される支出や資産の管理・
計画への助言をオンラインで提
供 

• 1万ドルまで無料、
以降は月率
0.25% 
を契約者から徴収
(最低投資額
2,000ポンド) 

 

顧客の投資状況を
他の投資家や市場
状況と比較して、アド
バイスを行う 

顧客数75万人以上 

Nutmeg Saving 
and Investment 

 

2011年 
イギリス 

(ロンドン) 

不明 30人 オンライン投資アドバイス提供・
運用受託 

• 月率0.3%～
1,0%を契約者か
ら徴収(最低投資
額1,000ポンド) 

 

透明・安全・公平で、
コストパフォーマンスが
高いサービスを提供 

顧客数2万人 

お金のデザイン 2013年 
東京 

（日本） 

不明 不明 ロボアドバイザを活用し、顧客ご
とにポートフォリオを作成・運用を
行うサービス「THEO」を提供 

• 運用報酬を徴収
（販売手数料な
し） 
残高の0.5～
1.0％(年率)を毎
月徴収 

• 全世界約5,600の
ETFを活用すること
で、低コストながら
多様な運用スタイ
ルが実現可能 

• 顧客のリスク性向
やライフステージに
合わせて、200種
以上のポートフォリ
オの中から最適な
ポートフォリオを提
供 

個人と法人 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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個人向け資産管理 
 ②プレーヤ事例（５） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

マネーフォワード 2012年 
東京 

（日本） 

家計簿ソフト 
利用者数 
350万人 

(2016年2月) 

不明 • 個人向け家計簿・資産管理
ツールの運営 

• 事業者向け会計・確定申告・
請求書作成・給与計算ソフト
のクラウドでの提供 

• 家計簿のプレミアム
サービス料金（月
500円） 

• HP/アプリ上の広
告収入 

• 会計・確定申告・
請求書・給与ソフト
の利用料（月額0
～10,000円程度、
給与ソフト月額0
～19,800 円） 

• 銀行の入出金やク
レジットカードの履
歴をもとに家計簿を
自動作成 

• レシート撮影で家
計簿に自動登録
可能 

• 対応金融機関は
2,500以上と豊富 

年代や性別を問わず
幅広い客層 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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決済・送金 
 ②プレーヤ事例（１） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

PayPal Holdings 
Inc. 

1998年 
米国 

(サンノゼ) 

売上高 
8,025百万ドル 
(2014/12期) 

 
取扱金額 

2,350億ドル 
(2014年) 

15,800人 オンラインでの送金・決済サービ
スを提供 
2012年、PayPal Hereにより
リアルでのカード決済手段の提
供も開始 

• 商品購入の際は
無料、送金の場合
は有料 
 

• 口座開設の簡易
化により利用者を
拡大 

• 近年は不正利用
の検知、トラブル時
のサポート体制、法
令遵守にも注力 

不明 
 

LoopPay Inc. 2006年 
米国 

(バーリントン) 

売上高 
1百万ドル 
(2013期) 

不明 アプリとモバイルに装着する決済
用小型機器を消費者に販売
(登録したカードの磁気情報を
当該機器が店舗側の決済用端
末に送信することで、磁気カード
をスワイプした場合と同じように
決済できる→店舗は追加の設
備を用意することなく、消費者は
モバイルでの非接触決済が可
能) 

• モバイル決済用の
小型機器を消費
者に直接販売(製
品単価15.95～
59.95ドル) 

• モバイル決済を可
能にするスマート
フォン関連の高い
技術を保有 

• 既存の決済端末の
仕組みを利用して
いるため、使える店
舗が多い 

2015年2月
Samsungが買収 

WePay Inc.  2008年 
米国 

(パロアルト) 

売上高 
1百万ドル 
(2014期) 

200人以上 EC事業者等向け決済代行 • 取引額の
2.9%+30セント
を加盟店から徴収 

• 機械学習による不
正検知が特徴 

クラウドファンディング
事業者、ECマーケッ
トプレイス、小規模
事業者にフォーカス 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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決済・送金 
 ②プレーヤ事例（２） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

Square Inc.  2009年 
米国 

(サンフランシスコ) 

売上高 
8百万ドル 
(2014期) 
取扱金額 
300億ドル 
(2014年) 

126人 個人や商店がクレジットカード決
済をモバイル端末で受け入れる
ための読取機Square 
Registerと決済システムを提供 

• 取引額の2.75%
を加盟店から徴収 

• 導入のしやすさ、決
済の簡潔さ 

日本ではユニクロ等
が導入 

Uber 2009年 
米国 

(サンフランシスコ) 

売上高 
20億ドル 
(2014期) 

不明 登録されたドライバーとアプリ利
用者をマッチングすることにより、
スムーズな配車を実現、決済も
アプリ上で完結 

• 運賃の約20%を
徴収 

• ドライバー、利用者
双方の相互評価に
よりプラットフォーム
としての質を確保 

58カ国300都市で
利用可能 

WorldRemit Ltd. 2009年 
イギリス 

(ロンドン) 

売上高 
15百万英ポンド 
(2014/12期) 

100人以上 オンライン送金 • 不明  • 銀行口座を持たな
い顧客も、モバイル
端末とモバイルマ
ネーがあれば利用
可能 

銀行インフラの整備
が遅れるアフリカ、ア
ジアなど新興国市場
で急成長 

CurrencyFair 
Ltd   

2009年 
アイルランド 
(ダブリン) 

売上高 
533百万ユーロ 
(2014/06期) 

22人 オンラインP2P両替マーケットプ
ラットフォームを運営 

• P2Pでのマッチング
には 0.15%、
CurrencyFairとの
取引には0.5%の
手数料を徴収 

• 銀行に比して安価
な手数料 

不明 

iZettle AB 2010年 
スウェーデン 

(ストックホルム) 

売上高 
190百万スウェー

デンクローナ 
(2014/12期) 

不明 個人や商店向けにカードリーダを
販売し、クレジットカード決済手
段を提供 

• 取扱金額の
1.50%～2.75%
を事業者から徴収 

• 強固なセキュリティ
が特徴(EMVにも
対応済み) 

北欧を中心とする１
２カ国で展開 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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決済・送金 
 ②プレーヤ事例（３） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

Stripe 2011年 
米国 

(サンフランシスコ) 

売上高 
1百万ドル 
(2012期) 

不明 EC事業者等向け決済代行 • 取引額の
2.9%+30セント
を加盟店から徴収 

• 堅牢で簡潔なAPI
によりウェブサイト開
発者から好評を得
る 
(数行のコードをサ
イト内に埋め込むだ
けで導入可能) 

Fitbit, 
Kickstarter, 
reddit, Twitter, 
Wired, 
Salesforce.com, 
Squarespace, 
The Guardian.等
が導入 

Kraken 
(Payward Inc) 

2011年 
サンフランシスコ 

（米国） 

不明 17人 欧州を中心にビットコインをはじ
めとした複数の暗号通貨取引プ
ラットフォームを提供 

• 取引高に応じて
0%～0.26%の
手数料を徴収 

• 欧州で暗号通貨
取引高No.1の実
績を誇る業界大手
の取引所。ドイツの
Fidor銀行と提携
し、世界最初の暗
号通貨銀行を構
築するなど、業界を
牽引 

投機目的の幅広い
客層 

coinbase 2012年 
サンフランシスコ 

（米国） 

270万人ユーザー 57人 NY州、カリフォルニア州を中心に
ビットコイン取引プラットフォームを
提供 

• 取引毎に1%の手
数料を徴収 

• 米国初の州政府
公認のビットコイン
取引所を開設し、
アメリカ国内最大
手の取引所。
2015年10月現
在、世界32カ国に
展開 

投機目的の幅広い
客層 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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決済・送金 
 ②プレーヤ事例（４） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

Azimo 2012年 
イギリス 

(ロンドン) 

不明 不明 オンライン送金 • 1回あたり1ポンドの
送金手数料を送
金者から徴収 
 

• 送金額に関係なく
手数料を1ポンドに
固定 

• 対象地域が幅広い
(112か国) 

低所得の移民が顧
客の大半 

OKCoin 2013年 
北京 

（中国） 

世界のビットコイン
取引シェアの約

1/3 
(2015年10月時

点) 

不明 中国、アメリカを中心にビットコイ
ンの取引プラットフォームを提供 

• 取引高に応じて
0.1%～0.2%の
手数料を徴収 

• 世界のビットコイン
取引シェアの約
1/3を占める大手
ビットコイン取引所 

• 日本ではビットコイ
ンスタートアップ｢ビッ
トバンク｣と提携し、
最大20倍のレバ
レッジを効かせた先
物取引サービスを
提供 

投機目的の幅広い
客層 

GMOペイメントゲート
ウェイ 

1995年 
日本 

（東京） 

売上高 
7,205,542千円 
（2014年9月期） 
加盟店数57,569

店舗 
(2015年6月) 

277名 
（連結） 

オンライン決済代行 
(EC事業者にクレジットカード、
PayPal、ビットコイン等の幅広い
決済手段を提供) 

• 決済金額に対する
決済手数料
(3.3％～）と処
理手数料(＠10
円～)を徴収 

• EC事業者向け決
済代行業界最大
手 

ECサイト・ネットショッ
プ 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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決済・送金 
 ②プレーヤ事例（５） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

SBIレミット 2010年 
日本 

（東京） 

不明 不明 コンビニを通じた国際送金サービ
スを提供 
米国の国際送金サービス大手
のマネーグラム社と提携し、世界
200の国と地域・35万拠点へ
の送金が可能 

• 送金額に応じて
480～5980円の
数料を徴収 

• ファミリーマートのコ
ンビニ情報端末で
送金可能 

• フィリピン・中国・ブ
ラジルへの送金は
他国への送金に比
べ低い手数料で提
供 

日本で就労している
外国人がターゲット 

コイニー 2012年 
日本 

（東京） 

不明 30名 個人や商店がクレジットカード決
済をモバイル端末で受け入れる
ための読取機と決済システムを
提供 

• 決済額の3.24%
を手数料として徴
収 

• 導入のしやすさ、決
済の簡潔さ 
クレディセゾンと業
務提携して、スマー
トフォン決済サービ
スを提供 

中小規模の企業や
個人事業主 

bitFlyer 2014年 
日本 

（東京） 

不明 不明 日本でビットコインの取引プラット
フォームを提供 

• 取引手数料を徴
収 

• 日本初のビットコイ
ン取引所 

• クラウドファンディン
グなど、ビットコイン
を活用した幅広い
サービスの展開 

投機目的の幅広い
客層 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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保険 
 ②プレーヤ事例（１） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

Gocompare.com 2006年 
イギリス 

(ニューポート) 

売上高 
1.1億英ポンド 
(2013/12期) 

166人 オンライン保険比較サイトの運
営 
 

• 契約成立時に保
険会社から徴収 

• 価格だけでなく保
険内容の比較が充
実 

• British 
Insurance 
Brokers‘ Associ
ation (BIBA) に
登録している唯一
の比較業者であり
安心感が高い 

これまで4,000万人
以上が利用  

Friednsurance 2010年 
ドイツ 

(ニューポート) 

不明 不明 知り合い同士など少人数グルー
プを対象とした損害保険。グ
ループの保険料の一部をプール
し、保険金請求が発生しなかっ
た場合、キャッシュバックする。保
険金はプールされた資金と再保
険から支払う 

• 保険料の一部から
手数料を徴収 

• キャッシュバックによ
る割安な保険料 

• 既契約を維持した
まま当社のグループ
保険に移行するこ
とが可能 

一般消費者 

Nest Labs 2010年 
米国 

(カリフォルニア州パ
ロアルト) 

売上高 
推定約3億米ドル  

(2013) 

1,000人以
上 

人工知能を搭載したサーモスタッ
ト「Nest Learning 
Thermostat」を販売。顧客の
在宅／外出などの行動スケ
ジュールを学習し、自動的に暖
房および冷房温度を調整 

• 製品販売 • 人工知能による高
いカスタマイズ性能 

• APIを公開しており、
他デバイスとの連携
が可能(例：車の
位置情報を活用し、
車が自宅に接近し
たら暖房を入れる) 

一般消費者、企業 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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保険 
 ②プレーヤ事例（２） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

WEMO 2012年 
米国 

(カルフォルニア州プ
ラヤビスタ) 

不明 不明 セキュリティ用の窓やドア用のセ
ンサー、アラーム、水使用量を管
理する機械の開発と販売 

• 製品販売 • 様々なデバイスを
繋げることによる利
便性向上 

一般消費者、企業 

Bizinsure 2012年 
米国 

(サンフランシスコ) 

不明 不明 オンライン上もしくは電話で保険
を比較するサービスを提供 

不明 • 従来の保険比較
業者の知識と専門
性を保ちつつ、ITに
よる低価格と利便
性を実現 

一般消費者、スター
トアップ企業 

Ninja Blocks 2012年 
米国 

(サンフランシスコ) 

不明 11-50人 家庭用デバイスを繋げることに
よってホームオートメーションを実
現することを目標に、ハードウェア
とソフトウェアを提供 

• 製品販売 • オープンソースの採
用 

Home 
Automation, IoT
業界Developer 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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保険 
 ②プレーヤ事例（３） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

Bought By Many 2011年 
英国 

(ロンドン) 

不明 不明 新たな保険商品案がサイト上に
提示され、ユーザが加入意思を
表明。一定数以上のユーザが
集まった場合、当社は①商品
化を保険会社に依頼、②ロイズ
保険に引受を依頼、③ニーズを
満たす既存商品を割安に調達、
のいずれかを行う 

• 保険料に応じた手
数料を徴収 

• 既存の保険商品で
はカバーされないリ
スクヘッジニーズに
対応 

 例：ペット保険 

一般消費者 

Oscar 2012年 
米国 

(ニューヨーク) 

不明 185名 医療・健康保険を提供。契約
者にウェアラブルデバイスを提供
し、契約者の歩数を把握。契約
者が多く歩くほどキャッシュバック
を付与し、健康増進を支援。 

• 月払いの保険料 • ウェアラブルデバイス
を活用した健康増
進へのインセンティ
ブ 

• 簡潔な料金体系の
ため、医療保険に
馴染みがない層か
ら高評価(健康診
断や提携クリニック
での基本受診料が
月額保険料に含ま
れる) 

契約者数 
40,000人超 
(2014年) 

SmartDrive 2013年 
日本 

（東京） 

不明 不明 テレマティクス情報を活用した
サービス(テ レマティクス保険、車
両動態管理、自動車ディーラー
のCRMなど)を実施するための、
端末開発、アプリケーション開発、
データ分析 

• テレマティクス情報
を活用したサービス
を行う事業者から
利用料、端末代金
を徴収 
 

• テレマティクス情報
を活用したサービス
のプラットフォームと
しては競合がない 

一般消費者、損害
保険会社 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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個人向け融資 
 ②プレーヤ事例（１） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

Zopa Ltd. 2004年 
イギリス 

(ロンドン) 

売上高 
12百万英ポンド 
(2014/12期) 

 
融資総額 

268百万英ポンド 
(2014年) 

28人 ネット上で個人間融資を仲介す
るプラットフォームを提供 

• 毎月の金利から一
定額を徴収 

 
貸出金利(毎月)： 
～1,000ポンド：6％、 
～1万ポンド：5％、 
～5万ポンド：4％、 
～10万ポンド：3.5％、 
それ以上は交渉 

不明 不明 

Prosper 
Marketplace Inc. 

2005年 
米国 

(サンフランシスコ) 

売上高 
81百万ドル 

(2014/12期) 

450人 ネット上で個人間の融資を仲介
するプラットフォームを提供 

• 借り手から組成手
数料(融資金額の
1.0%～5.0%)を
徴収 

• 投資家から年間
サービス料(融資金
額の1%)を徴収 

不明 不明 

LendingClub 
Corporation 

2006年 
米国 

(サンフランシスコ) 

売上高 
211百万ドル 
(2014/12期) 

 
融資残高 

6200百万ドル 
(2014/12期) 

843人 ネット上で個人や法人間の融資
を仲介するプラットフォームを提
供 

• 借り手から組成手
数料(融資金額の
1.1%～5.0%)を
徴収 

• 投資家から年間
サービス料(融資金
額の1%)を徴収 

• P2Pレンディング企
業の中で最大手 

• 借り手は低クレジッ
トスコアでも借入可
能 

不明 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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個人向け融資 
 ②プレーヤ事例（２） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

WDFC UK Limited 2006年 

イギリス 
(ロンドン) 

売上高 
170百万英ポンド 

(2014/12期) 

15人 オンライン専業の消費者金融。
小額・短期のローンを全自動で
高速融資 

• 金利収入 
 

• 少額・短期の融資
に絞り、0.5秒の審
査で15分以内に送
金 

• 金利と手数料がリ
アルタイムで計算さ
れるなど利便性と
透明性が特徴 

不明 

Borro Limited 2008年 

イギリス 
(オックスフォード) 

売上高 
10百万英ポンド 
(2013/12期) 

55人 高級アイテム専門のオンライン質
屋 

• 借入額に対して月
2.5%～4%の手数料
を徴収 

• ネット専業のため、
人目を気にせず質
入れ可能 

• 与信審査がないた
め、与信履歴に影
響しない 

担保価値に応じて高
額融資も受けられる
ため、中所得～富裕
層までが利用 

Kreditech Holding 
SSL GmbH 

2012年 

ドイツ 
(ハンブルグ) 

売上高 
40百万ドル 

(2015年見込み) 

200人以上 オンライン専業の消費者金融。 

小額・短期のローンを全自動で
高速融資 

• 金利収入 • AIを活用し、個人
の信用力を算定 

• 位置情報、SNS上
の情報、サイト閲
覧履歴等も審査に
利用 
 

東欧、中米等新興
国の個人にターゲット 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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個人向け融資 
 ②プレーヤ事例（３） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

SBIソーシャルレン
ディング 

2008年 
日本 

（東京） 

累計 
39億1千万円 

を調達 
（2014年9月時

点） 
投資家数 

2,500人以上 
（2015年6月時

点） 

11名 • 投資型のクラウドファンディング
サービス 

• 証券担保ローン、不動産担保
ローン、オーダーメード型の単
発ローンファンドを提供 

• 借り手から管理手
数料を徴収 
 

証券担保ローン： 
貸付残高×1.5% 
 
不動産担保ローン： 
貸付残高×2.2% 

• 株式もしくは不動
産を担保に貸付を
行っているため、貸
し手にとっては貸倒
リスクが低く、借り手
にとっては他社より
低い金利で借入可
能 

• 他のソーシャルレン
ディング企業とは異
なり、SBIグループ
100%出資による
高い信頼性 

• SBI証券への株式
預託者 

• 貸金業者(不動産
担保ローン限定 

• 事業者/個人 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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経理支援 
 ②プレーヤ事例（１） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

The Sage Group 1981年 
イギリス 

(ニューカッスル・アポ
ン・タイン) 

売上高 
13億英ポンド 

(2014) 

14,000人 クラウドベースの経理・給与計算
ソフトウェア 

• 月額課金 • 様々なデバイスから
クラウド上のデータ
にアクセス可能 

• 充実したサポート 

顧客数6100万人 

intuit 1983年 
米国 

(カリフォルニア州マ
ウンテンビュー) 

売上高 
45億米ドル 

(2014) 

8,500人 財務&税務ソフトウェア及び関
連サービスの提供 

• 月額課金 • 多数の顧客に利用
されたことで洗練さ
れた機能 

小規模ビジネス、消
費者、経理プロフェッ
ショナルがターゲット 
841,000社が利用
中 

FreshBooks 2003年 
カナダ 

(トロント) 

売上高 
4000万米ドル

(2013) 

350人 クラウドベースの経理ソフトウェア
を通じて、サービス業の小規模
事業主に請求書発行機能を提
供 

• 月額12.95～
79.95ドル 

 

• シンプルで使いやす
い機能 

• すべてのデバイスか
らデータにアクセス
可能 

サービス業中心の小
規模事業主(コンサ
ルタント、フリーランス
等)。 
120国500万人が
利用 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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経理支援 
 ②プレーヤ事例（２） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

xero 2006年 
ニュージーランド 
(ウェリントン) 

売上高 
1.239億NZドル 

(2015) 

1,220人 クラウドベースの経理ソフト • 月額課金 • ソフトウェアは6週
間毎にアップデート 

• 銀行明細書の自
動取込、口座への
リンク、他言語対
応、リアルタイム為
替リート提供等充
実した付加機能 

180国で47万超の
顧客を持つ 

Bill.com 2006年 
米国 

(パロアルト) 

売上高 
3500万米ドル 

140人 クラウドベースの経理ソフト • 月額課金 • Top 100の経理
企業の中35社が
当社の製品を利用
している 

• 44の賞を受賞した
ことがある 

• 成長が早く、成長
率100%を超えて
いる 

一般事業法人向け
サービス提供のほか、
銀行に対して銀行の
顧客向け経理ソフト
を卸す(バンクオブアメ
リカ・メリルリンチ、
PNC Bank等) 

freee 2012年 
東京 

（日本） 

利用事業所数 
40万 

(2015年10月) 

不明 中小企業向けの経理・会計ソフ
トを提供 

• 有料会員から利用
料を徴収 
- クラウド会計ソフ
ト freeeの場合、
月額0～1980円 

• 会計知識がなくて
も決算資料等の作
成が可能 

• 低価格で利用可
能であり、クラウド
会計ソフトシェア
No.1  

中小企業及び個人
事業主 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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法人向け融資 
 ②プレーヤ事例（１） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

SecondMarket 
Holdings Inc.  

2004年 
米国 

(ニューヨーク) 

売上高 
1800万米ドル 

(2014期) 

378人 優先株や非上場株等、市場で
の売買が困難な資産の取引プ
ラットフォーム 

• 取引毎に3%～
5%の手数料を徴
収 

• 初めての垂直統合
された非流動資産
取引のためのプラッ
トフォーム 
(Mt. Goxが取引
停止になった後、
NYでビットコインの
取引所を開く予
定) 

プライベート・ファーム、
インベストメント・
ファーム、ロー・ファー
ムが利用している。
60%がリーピーター 
顧客例: KABAM, 
SurveyMonkey 

LendingClub 
Corporation 

2006年 
米国 

(サンフランシスコ) 

売上高 
211百万ドル 
(2014/12期) 

843人 個人間や法人間の融資を仲介
するソーシャルレンディングプラット
フォームを提供 

• 借り手から貸付金
額の1.1%～
5.0%の組成手数
料を徴収 

• 投資家から一律
1%のサービス料を
徴収 

• P2Pレンディング企
業最大手 

• 低クレジットスコアで
も融資可能 

不明 

On Deck Capital 
Inc. 

2006年 
米国 

(ニューヨーク) 

売上高 
140百万ドル 
(2014/12期) 

 
融資金額 
10億ドル 

(2007～2014
年) 

444人 主に中小規模の個人事業主に
融資を提供 

• 金利を徴収。年率
は約40%～80% 

• 独自のデータ分析
による審査モデル、
審査システムにより、
迅速な融資判断が
可能 

• US、カナダの中小
規模個人事業主
が主要顧客 

• 顧客は700以上の
業種にわたる 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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法人向け融資 
 ②プレーヤ事例（２） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

The Receivables 
Exchange LLC 

2007年 
米国 

(ニューヨーク) 

不明 14人 オンライン売掛金マーケットプレイ
スのプラットフォームを提供 

不明 不明 不明 

Kabbage Inc.  2008年 
米国 

(アトランタ) 

売上高 
18百万ドル 

(2014/12期) 

90人 主に中小EC事業者向けに短
期融資を提供 

• 金利は最初の2ヵ
月間は月1%～
12%、以降は月
1% 

• 自社開発の融資
審査システムにより
迅速な審査・融資
実行を実現 

USの中小ECスター
トアップ企業が中心。
eBay等の大手にも
売掛金の前払での
融資を実行 

Funding 
CircleLtd. 

2009年 
イギリス 

(ロンドン) 

売上高 
12百万英ポンド 
(2014/12期) 

133人 ネット上で個人間や法人間の融
資を仲介するプラットフォームを
提供 

• 借り手の返済金額
の1%を手数料とし
て徴収 

• さらに借入れる場
合0.25%のセール
スフィーを徴収 

• 1件の融資は、同
サイトで運用する資
金総額の1%まで
に抑え与信集中を
回避する等リスク管
理に注力 

不明 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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法人向け融資 
 ②プレーヤ事例（３） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

Iwoca 2011年 
イギリス 

(ロンドン) 

不明 不明 小規模企業専用オンライン融
資 

• 金利は月2%～
6%。最大12ヵ月
間貸付可能 

• バランスシートに基
づく審査にフォーカ
スし迅速な審査・
融資実行を実現 

小規模企業 

Fundbox 2013年 
米国 

(サンフランシスコ) 

不明 不明 B2Bスモールビジネス向けに売
掛金相当金額をオンラインで融
資 

• 金利収入のみ • 顧客の会計システ
ムを当社システムと
連携させることで、
売掛金の存在を確
認し、リスク低減を
実現 

小規模B2B事業者 

Maneoマーケット 2007年 
日本 

（東京） 
 

売上高 
605,863千円 

（2015年3月期）  
 

成立ローン総額 
200億円 

（2014年9月時
点） 

7名 事業者に対して資金提供を行
う投資型クラウドファンディング
サービスを提供 

• 出資者から手数料
を徴収せず、借入
人への貸付金利と
投資家への募集利
回りの差のみが収
益源 

• 日本初のソーシャ
ルレンディングで、
業界最大手 

• 口座開設手数料/
口座維持手数料/
成約時手数料が0
円 

• 数万円からの小額
投資が可能 

• 最短2ヵ月～最長
36ヶ月の幅広い投
資期間 

中小企業 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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資本調達 
 ②プレーヤ事例（１） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

Gust LLC 2004年 
米国 

(ニューヨーク) 

設立から 
20万超の 

スタートアップが 
180万米ドル 

を調達 
 (2014年9月まで

) 

不明 アーリーステージ企業と投資家を
仲介・管理するプラットフォームを
提供 

• 基本サービスは無
料 

• 大型の投資家に
フォーカス 

• 投資先企業に関す
る財務状況をシス
テム上で確認でき
る等、付随サービス
が充実 

USスタートアップ企
業が6割。 
業種は消費財・サー
ビス、ウェブサービス、
エンタメが中心 

Seedrs Ltd. 2009年 
イギリス 

(ロンドン) 

月平均 
160万英ポンドが

10社に投資 
される 

不明 スタートアップ企業と小規模投
資家を仲介・管理するプラット
フォームを提供 

• 出資額の7.5％を
手数料として徴収 

• 投資家への初回の
株主還元時、その
金額の7.5％を徴
収 

• All or nothing方
式の採用(希望額
に達した場合のみ
調達は実行され、
投資家のリターン向
上を図る) 

• 当社が名義株主と
なり、投資家の代
わりに管理を行うこ
とで、企業の負担を
軽減 

投資を受ける起業家
の平均年齢は34歳、
企業家の83％は男
性 
出資者の平均年齢
は30歳、93%は男
性、59% はスタート
アップ投資未経験 

Kickstarter Inc.  2009年 
米国 

(ニューヨーク) 

2009年創業以来、
20億米ドルが

93,598のプロジェ
クトに投資 

不明 発売前商品の予約を通じてクラ
ウドファンディングを行う。投資家
は現金ではなく、製品の受領に
よりリターンを得る 

• 成功した場合、取
引額の5%を徴収 

• デザイナー等による
クリエイティブなプロ
ジェクトにフォーカス 

• All or nothing方
式の採用 

アーティストとデザイ
ナーが中心 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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資本調達 
 ②プレーヤ事例（２） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

AngelList LLC 2010年 
米国 

(ウッドサイド) 

USの 
スタートアップに 
合計100百万 
米ドルを投資 
(2014年まで) 

不明 スタートアップ企業と投資家を仲
介するプラットフォームを提供 

• 出資額の5％を手
数料として徴収 

• AngelListが起業
家の負債額設定と
制限をサポートする 

不明 

Crowdcube Ltd. 2010年 
イギリス 

(エクセター) 

不明 不明 スタートアップ企業と投資家を仲
介するプラットフォームを提供 

• 出資額の5％を手
数料として徴収 

• All or nothing方
式の採用 

UK国内中心のス
タートアップ、小規模
ビジネス、成長ビジネ
スにフォーカス。 
投資家数20万超 

angel.me 2014年 
ベルギー 

(ブリュッセル) 

不明 不明 スタートアップ企業と投資家を仲
介するプラットフォームを提供 

• 出資額の6.5％を
手数料として徴収 

• 支払手数料：支
払を行う会社が取
引額の3%～5%
を徴収。事業不成
功場合は徴収しな
い 

• All or nothing方
式の採用 

 

不明 

※各社ＨＰ等に基づき作成 

38 



資本調達 
 ②プレーヤ事例（３） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

日本クラウド証券 2013年 
日本 

（東京） 

不明 不明 未上場企業の株式を購入・売
買するプラットフォームを提供 

• 株式購入の場合、
売出価額の10～
13％の取扱手数
料を徴収 

• 株式売買の場合、
約定代金の
2.16％の手数料
を徴収（最低手
数料3,240円） 

• グリーンシートで取
扱主幹事実績
No.1の証券会社 

グリーンシート、フェ
ニックス制度対象企
業 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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トレーディング 
 ②プレーヤ事例（１） 

社名 創業・所在 事業規模 従業員数 サービス 
概要 

マネタイズ 
方法 

差別化 
要因 

顧客の 
状況 

StockTwits 2008年 
米国 

(ニューヨーク) 

不明 11-50人 投資家、トレーダー、企業家向
けのソーシャルネットワーク 

• 財務データの販売
料 

• 世界最大の投資
ソーシャルネットワー
ク 

約半分の収益は
Bloombergや
Google等の企業へ
の財務データ販売に
よる 

QUOVO 2009年 
米国 

(ニューヨーク) 

不明 10人 フィナンシャルアドバイザーと投資
家のためにビッグデータ分析サー
ビスを提供 

不明 • ビッグデータの解析
能力 

中小規模の金融機
関及び投資家 

estimize 2011年 
米国 

(ニューヨーク) 

不明 11-50人 独立、バイサイド、セルサイドのア
ナリスト、及び個人投資家、学
生の予測をまとめるプラットフォー
ムを提供 

• APIを通じて予測
を投資会社へリア
ルタイムで販売 

• 四半期あたり
10592人が予測
を提供し、1500以
上の銘柄をカバー 

四半期あたりのサイト
利用者数は14万人
を超える 

ZUU 2013年 
日本 

（東京） 
 

不明 50名  
（パート・アル
バイト・イン

ターン含む） 

ZUU Online等金融関連メディ
アの運営 

• 広告収入 
• コンサルティングや
講演、営業担当者
向けの研修報酬 

• 各金融関連のプロ
フェッショナルによる
良質なコンテンツの
提供 

富裕層中心 

※各社ＨＰ等に基づき作成 
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2. 国内外における金融・IT融合の現状 
 2-2. FinTech関連技術動向 
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IoT 
 ③WEFの金融サービス分類に基づくビジネス領域との対応 

各ビジネス領域での適用状況 

• ユーザ側アプリが店舗到着をBlootoothにより検知、店舗に通知し店員が顔写真と照合し決済する「顔パス決済」(米国PayPal) 
• スマートフォンの位置情報を基に、消費者とドライバーをマッチング(米国Uber) 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

• 学習型サーモスタット：在宅／外出のパターンから自動で室温を調整するほか、外出先からアプリにより操作 (米国Nest Labs) 
⇒将来的に損害保険に適用される可能性 

決済・送金 

領域 FinTechベンチャーでの活用事例 

個人向け 
融資 

資本調達 

経理支援 

法人向け 
融資 

個人向け 
資産管理 

ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 

保険 
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生体認証 
 ③WEFの金融サービス分類に基づくビジネス領域との対応 
 各ビジネス領域での適用状況 

• 指紋認証をApple Payでの決済時の本人確認に利用(米国Apple) 
• 心拍認証を決済機能を有するリストバンドNymiの本人確認に利用(カナダbionymi：Canada Royal Bank、MasterCard) 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

決済・送金 

領域 FinTechベンチャーでの活用事例 

個人向け 
融資 

資本調達 

経理支援 

法人向け 
融資 

個人向け 
資産管理 

ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 

保険 
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ウェアラブルデバイス 
 ③WEFの金融サービス分類に基づくビジネス領域との対応 
 各ビジネス領域での適用状況 

• 大手銀行によるリストバンドでの決済サービスが中心(カナダCanada Royal銀行、英国Barclays銀行、スペインCaixa Bank) 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

• 預金残高や支出状況をApple Watchで確認可能(日本Moneytree) 

事例なし 

事例なし 

決済・送金 

領域 FinTechベンチャーでの活用事例 

個人向け 
融資 

資本調達 

経理支援 

法人向け 
融資 

個人向け 
資産管理 

ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 

保険 
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ブロックチェーン 
 ③WEFの金融サービス分類に基づくビジネス領域との対応 

各ビジネス領域での適用状況 

• ビットコイン取引所を運営(米国Payward、Coinbase、中国OKCoin、日本BitFlyer) 
• 証券決済システム(米国Chain) 、銀行間送金システム(米国R3)をブロックチェーンにより構築する計画 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

事例なし 

決済・送金 

個人向け 
融資 

資本調達 

経理支援 

法人向け 
融資 

個人向け 
資産管理 

ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 

保険 

領域 FinTechベンチャーでの活用事例 
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AI 
 ③WEFの金融サービス分類に基づくビジネス領域との対応 

各ビジネス領域での適用状況 

事例なし 

• AIを活用し信用力を評価。顧客の位置情報やサイト閲覧履歴、SNS上の情報等を活用する事例もあり (米国Lending Club、
Affirm、Prosper、ドイツKreditech) 

事例なし 

• 勘定科目を自動で判定し、仕訳等の経理処理を自動化(米国Intuit、日本freee他) 

• AIを活用し信用力を評価 (米国Lending Club、Kabbage) 

• レシートの情報やクレジットカード明細をAIにより項目別に振り分け。家計管理を自動化 (米国mint.com、日本マネーツリー他) 
• 不適切なカード支出をAIで検知、利用者に通知 (米国BillGuard) 
 

• ディープラーニングによるトレーディング戦略の立案を行うCapitalicoを開発(米国・日本Alpaca、Binatix) 
• アナリスト予測をAIで解析、高精度の予測を出力(米国Estimize) 

事例なし 

決済・送金 

個人向け 
融資 

資本調達 

経理支援 

法人向け 
融資 

個人向け 
資産管理 

ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 

保険 

領域 FinTechベンチャーでの活用事例 
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2. 国内外における金融・IT融合の現状 
 2-3. 日本における金融サービスの利用者動向 
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個人 
 ⑦モバイルバンキング利用率の国際比較（2015年） 

(出所)KPMG, Mobile Banking 2015 より引用  
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 国際比較（2013年） 

⑨日本における非現金決済の民間最終消費支出 

 に占める割合 

（件） 

(出所)Capgemini, World Payments Report 2015  (出所)NTTデータ経営研究所 ｢非現金決済市場の展望－プリペイドカード決済の可能性｣
（『情報未来』 2014年2月号掲載） 

（年） 

個人 
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(出所)Swiss Re 「2012年第3号 2011年の世界の保険 損害保険は成長回復の兆
し」 

（米ドル） 

(出所)朝日新聞社HP ｢日本と海外の保険事情｣ 

個人 
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インターネット 

保険代理店の窓口や営業職員 

郵便局の窓口や営業職員 

生命保険会社の窓口 

銀行・証券会社・勤め先や労働組合等 

生命保険会社の営業職員 

個人 
 ⑫日本の消費者が生命保険加入の際に利用したいチャネル 

(出所)生命保険文化センター ｢平成27年度 生命保険に関する全国実態調査 〈速報版〉｣ 

すべての保険会社の 
商品を扱うチャネル 
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52.1% 
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29.1% 
28.9% 

24.5% 
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インターネットで取引することにセキュリティ面で不安を感じるから 

必要性を感じないから 

口座開設の申し込み手続きが煩雑そうで面倒だから 

インターネットでの操作だと、ちゃんと取引できているか不安だから 

インターネットバンキングだと何か問題があった時に相談しにくいから 

パスワードなどの設定が面倒だから 

店舗・ＡＴＭで取引した方が便利だから 

口座開設の申し込み手続きに時間がかかりそうだから 

インターネットでの取引は数字だけの入力で現実味に欠けるから 

行員と対面で取引した方が安心だから 

月額の利用料金がかかるから 

取引している銀行では、インターネットバンキングが利用できないから 

その他 

個人 
 ⑭インターネットバンキングの非利用理由 

(出所)全国銀行協会 ｢よりよい銀行づくりのためのアンケート 調査結果報告書｣（2012年） 
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(出所)総務省 ｢平成25年版 情報通信白書｣ 
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2. 国内外における金融・IT融合の現状 
 2-4. 各国の事業環境 
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日本 アメリカ イギリス シンガポール 

システム名 全銀 

システム 
FedACH Bacs Faster Payments 

Service 
FAST 

稼働時間 平日8:30～15:30 日曜日17:30～ 

土曜日3:00 
(平日の23:00～0:00は

サービス停止）  

銀行営業日の 
7:00～22:30 

24時間・ 
365日 

24時間・ 
365日 

振込依頼～着金の時間 リアルタイム 2日間 3日間 リアルタイム リアルタイム 

1件あたりの上限金額 1億円以内 

（1億円以上は、日銀
ネット上でRTGS決済） 

上限なし 2000万ポンド 

（約36億円） 
25万ポンド 

（約4500万円） 
1万シンガポールドル（約

80万円） 

手数料 216円～ － 法人利用が中心 

手数料はCHAPSと比較
して安い 

個人：無料 

法人：無料～6GBP

（無料～1,000円） 

個人：無料 

法人：0.2～5SGD（16

～400円） 

金融関連サービス 
 ⑥小口決済システムの国際比較 

(出所): 日本銀行決済機構局 ｢わが国における決済高度化を巡る議論｣（2014年）、三菱東京UFJ銀行 ｢決済インフラの国際比較と本邦金融市場活性化の課題｣、NTTデータ経
営研究所｢欧米の小口決済システム（ACH）及び銀行のシステムに関する調査研究｣、全銀システムHP 
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ベンチャー企業支援 
 ③ベンチャー企業に対する主な公的支援策（２）～米国～ 

分野 

税制優遇 

内容 

• 個人投資家向け税制優遇 
- 小企業への株式投資から発生する譲渡益・譲渡損失に対する課税減免、税額控除の拡大 

• 保険会社のCAPCO(Certified Capital Companies)を通じたベンチャー投資に対する税制優遇 
- 1983年にルイジアナ州で運用開始、以後13州が導入(開始時期は州により異なる) 
- 保険会社がVCであるCAPCOに対し投資する場合、州税の税額控除が行われる 

 

資金支援 

• 中小企業技術革新研究プログラム(SBIR：Small Business Innovation Research） 
- 連邦政府機関は外部委託研究予算の2.5%を中小企業に割り当てるよう規定。1982年運用開始 

• 中小企業庁(SBA：Small Business Administration)による資金支援 
- SBAが認定したファンドに対して投融資。認定されたファンドはシード、スタートアップへのベンチャー投資、VCが不足し

ている地域でのベンチャー投資を行う(SBICプログラム) 
 1958年に運用開始。これまで4兆円超の投資実績。Apple、Intel等が当制度を利用 
 Startup America政策の一環として、今後融資枠を20億ドル増加する予定 

 
• ERISA法(Employee Retirement Income Security Act、従業員退職所得保障法) 

- 1974年制定。企業年金に加入している従業員の年金受給権を保護するため、年金運用者の受託者責任等につ
いて規定 

- 確定拠出型年金が増加する契機となり、株式市場へのリスクマネー供給に寄与 
• 中小企業庁(SBA：Small Business Administration)によるメンターの派遣 

- ベンチャービジネスに精通した人材をメンターとしてエネルギー関連スタートアップに派遣。2011年公表 
- Startup America政策の一環 

• SCORE(Service Corps of Retired Executive)による経営指導 
- SBAと連携している、退職した民間企業の高級幹部で構成されたボランティア組織(約1万人)。1964年設立 
- 会社をつくる場合の具体的な指導・コンサルティングを無料で実施 

非資金支援 
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ベンチャー企業支援 
 ⑤ベンチャー企業に対する主な公的支援策（４）～ドイツ～ 

分野 

税制優遇 

内容 

• ベンチャーキャピタル投資法(Wagniskapitalbeteiligungsgesetz, 2008年発効、2013年に廃止) 
- 個人投資家が、ベンチャー企業の総株式の3%以上かつ25%以下を保有した場合、株式譲渡益について、株式保

有割合に応じた免税措置を受けることができる 
- 対象となるベンチャー企業は、設立後10年未満、 純資産が2千万ユーロ未満等の条件あり 
- ドイツ国内の法人を過度に優遇するという欧州委員会 の指摘により2013年に撤廃 

資金支援 

• KfW(ドイツ復興金融公庫) 
- 市中銀行を仲介し、中小企業に対し融資(代理貸制度) 

• ハイテク起業基金 
- 連邦政府、KfW、民間企業が出資する官民ファンド 
- ファンド総額は約1,000億円(一社あたり最大約3億円まで投資) 
- ハイテク技術に基盤を持つシード段階の企業を投資対象 
- シードマネー供給の約50％を担う 
- 2005年に設立、2015年1月までに396社に投資、 41社がエグジット、97社が倒産、IPOは無し 

• Fraunhofer Venture 
- 欧州最大の応用研究機関であるフラウンホーファー研究機構の技術・設備・ノウハウを活用したベンチャー企業支援

組織 
- 資金調達、会社設立等に関するコンサルティングも提供 

• Betahaus、Berlin Startup Academy、MakeAStartup他(ベルリン) 
- ベンチャー企業、VC、金融機関等の交流拠点 
- アクセラレータプログラムも提供 

非資金支援 
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ベンチャー企業支援 
 ⑥ベンチャー企業に対する主な公的支援策（５）～シンガポール～ 

分野 内容 

税制優遇 
• Angel Investors Tax Deduction 

- 個人投資家がベンチャー企業の株式を2年間保有した場合、投資額の 50%相当額を課税所得から控除 
 ただし、ベンチャー企業投資、起業、経営のいずれかの経験を持つことが求められる 

- 最低投資額10万SGドル(約800万円) 

資金支援 

• Business Angel Scheme 
- 通商産業省傘下のベンチャーキャピタルSPRING SEEDS Capitalが創業5年以下の企業に出資 

• ACE Startups Grant 
- 投資家からの出資3ドルに対し7ドルの補助金を提供 
- 初めての創業であり、創業した企業の51%以上の株式を有するシンガポール国民が対象 

• テクノロジー・インキュベーション・スキーム 
- 政府が最大85％まで出資 
- 金額の上限は50万シンガポールドル(約4,000万円) 
- テクノロジー・インキュベーター（ベンチャー企業に対し経営助言や物理的な場所を提供。2014年時点で15団体が

認定されている）が残りの15％を出資し、3年後に政府の持ち分を買い取る権利を保有 
- 100社以上利用 

• ブロック71 
- 政府によるベンチャー企業むけ格安オフィス(市価の1/4) 
- ＩＴ（情報技術）やバイオなどの技術を使い設立５年以内であれば入居可能 
- 500社程度が利用中 

⇒拡張のため、2014年に隣接する地区に新たな賃貸オフィス「ブロック73」および「ブロック79」を設立 

非資金支援 
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ベンチャー企業支援 
 ⑦ベンチャー企業に対する主な公的支援策（６）～イスラエル～ 

分野 内容 

資金支援 

• 「技術の競争力を有するか」を評価軸として投資・助成を行う政府の支援プログラムが多数存在 
(例) 
- Technological incubators Program 

政府が株式取得なしにスタートアップ企業に資金を助成  
- Magnet Program 

民間企業および大学により構成される、基礎研究を行うコンソーシアムに対して、研究資金を助成  
- BIRD Program (Binational Industrial Research and Development Foundation) 

米国と共同して設立。非軍事的研究を行う企業に対して資金助成。収益化に成功した場合のみ、ロイヤリティを
基金に支払う 
 

• 人材育成 
- 中等～高等教育段階から盛んにIT教育が行われる 

 中学からプログラミングが教えられる 
 大学ではブロックチェーンの講義も存在 

- イスラエル軍情報通信部においてITセキュリティ技術者を養成、民間への高度人材供給源 
 強固な人脈が形成 

• Technological Incubators Program 
- 技術者に対し、ビジネスの成功のために必要な経営助言を与える 

• 地域的集積：R&D拠点はテルアビブに集中 
- サービス展開やファイナンスの拠点は米国、R&D拠点はイスラエルとするFinTechベンチャー企業も多数 

 例：BillGuard 
 

非資金支援 
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ベンチャー企業支援 
 ⑧ベンチャー企業への資金供給の国際比較 

ベンチャー企業への投資状況 

日本 米国 英国 ドイツ シンガポール 
ベンチャーキャピ
タル 
投資件数 

989件 
(2014年度) 

 

4,000件 
(2013年度) 

225件 
(2014年度) 

N.A. N.A. 

ベンチャーキャピ
タル 
投資金額 

1,171億円 
(2014年度) 

約3兆円 
(2013年度) 

約3,000億円 
(2014年度) 

約1,050億円 
(2014年度) 

約2,000億円 
(2013年度) 

対GDP比率 0.02% 0.2% 0.09% 0.03% 0.6% 

1件当たり 
投資金額 

1.2億円 8.8億円 13億円 N.A. N.A. 
 

投資家の特徴 独立系ベンチャーキャピ
タルは少なく、コーポ
レートベンチャーキャピタ
ル、政府系ファンドが中
心 

年金資産等を運用す
る独立系のベンチャー
キャピタルが中心 

N.A. N.A. N.A. 

FinTechベン
チャー企業への
投資金額 

2014年は55億円、
2015年は10月までに

100億円超 

1.2兆円 
(2014年度) 

 

約750億円 
(2014年度) 

 

約98億円 
(2014年度) 

 

N.A. 
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日本 アメリカ イギリス 
エンジェル投資額 約9.9億円 

（2011年度） 
約2.3兆円 

（229億ドル） 
約38億円 

(約30百万ポンド、2012年度） 

エンジェル投資件数 45件 
（2011年度） 

67,000件 
（2011年度） 

- 

エンジェル投資家数 834人 
（2011年度） 

268,000人 
（2011年度） 

- 

VC投資額 約1937億円 
（約1863百万ドル、2014年度） 

約5兆1500億円 
（49532百万ドル、2014年度） 

約1157億円 
（1113百万ドル、2014年度） 

ベンチャー企業支援 
 ⑨エンジェル投資規模の国際比較 

(出所)野村総合研究所 「平成26年度 起業・ベンチャー支援に関する調査 エンジェル投資家等を中心としたベンチャーエコシステムについて 最終報告書」、および 
OECD, Entrepreneurship at a Glance 2015  

91 91 



ベンチャー企業支援 
 ⑩雇用・起業の意識の国際比較 

各国の雇用に関する文化の違い 

日本 米国 英国 ドイツ シンガポール 

雇用慣行 特に大企業については
終身雇用が一般的 

転職によるキャリアアップ
や起業を価値が高い
行為とみなす風土 

米国に次いで、起業を
価値が高い行為とみな
す傾向が強い 

起業については比較的
保守的な文化 
• 産業界も終身雇用を

尊重することが一般的 
• 有力企業（シーメンス、

ダイムラークライスラー、
バイエル等）の社員の
9 割以上は大学新卒
採用者 

 

新卒一括採用・長期
雇用の習慣はなく、転
職が一般的 
• 外資誘致政策のため、

雇用主に有利な労働法
であり、随時解雇可能 

• 就職は自助が原則のた
め、雇用保険制度は存
在しない 

• 高度人材開発に向けた
職業技術教育が重視さ
れ、成長分野への労働
力移転が図られている 

雇用者平均
勤続年数 

12年 6年 8年 10年 N.A. 

起業意向を持
つ人の割合 
(日米英独星の
での順位) 

2.5%  
(5位) 

 

12.1% 
(1位) 

 

6.9% 
(3位) 

 

5.9% 
(4位) 

 

9.4% 
(2位) 

 

(出所)Global Entrepreneurship Monitor, 2014 Global Report  
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ベンチャー企業支援 
 ⑬日本のアクセラレータの特徴 

アクセラレータの支援内容 

日本 

英国 

• 三菱地所、平和不動産
はFinTechベンチャー企
業向けに、金融事業者
が集積する地区(丸の内、
茅場町)でオフィススペー
スを市価より割安に提供 

• Level 39はロンドンの金
融街であるCanary 
Wharfにおいてベンチャー
企業に対しオフィススペー
スを提供 

- 現在100社超が入居 

ワーキングスペース提供 

• ITベンダーは金融機関と
FinTechベンチャー企業
とのマッチングのイベントを
開催 

• Startupbootcampで
は、メンターとして参加す
る金融機関(パートナー
企業)がベンチャー企業の
顧客となるケースも多く、
実質的に顧客紹介機能
を有している 

顧客紹介 

• 運営企業が出資するケー
スが中心 

• Level 39は投資家向け
情報交換スペース
Investors Loungeを
設置し、投資家の集積に
も注力 

投資家紹介 

• 運営企業との共同事業
立ち上げのための支援が
中心 

• Startupbootcampは、
メンターとして金融やITの
専門家に加え、弁護士
やコンサルタントも提供し、
ベンチャー企業の成長を
多角的に支援 

経営助言 

95 95 















金融機関 開始時期 実施拠点 取組内容 規模 対象企業の領域・実績等 
Credit Suisse 

(スイス) 
2000年 スイス • 銀行本体または傘下ファン

ドが出資 
400万ドル 金融情報サービスのMarkit(2014年IPO)、P2Pレンディング

のProsper、Sofi等累計で65社に投資 
JP Morgan Chase 

(アメリカ) 
2009年頃 不明 • 銀行本体または傘下ファン

ドが出資 
不明 

 
従来より活発にベンチャー企業へ投資 
近年FinTech分野への投資実績が増加 

Citi 
(アメリカ) 

2010年 シリコン 
バレー 

• FinTech専門ファンド設立 不明 ビックデータ分析のPlatforaに38百万ドル出資等、28件の投
資実績、1件のエグジット実績(M&A) 

BBVA 
(スペイン) 

2013年 サンフランシ
スコ 

• 子銀行による出資 
• FinTech専門ファンド設立 

100万ドル 
(ファンド規模) 

Coinbaseに75百万ドル出資等、11件の投資実績 
子銀行は117百万ドルでSimpleを買収 

Sberbank 
(ロシア) 

2013年 ロンドン • FinTech専門ファンド設立 100万ドル 決済・資金管理アプリのMovenに8百万ドル出資等、11件の
投資実績 

Barclays 
(イギリス) 

2014年 ＮＹ 
ロンドン 

• アクセラレータプログラム - 参加者には12,500ポンド出資 

UBS 
(スイス) 

2014年 スイス • 社内WG ”Innovation 
Spaces”設立 

不明 不明 

HSBC 
(イギリス・香港) 

2014年 不明 • FinTech専門ファンド設立 
• 研究開発拠点開設 

200万ドル ファンドの詳細不明 
2015年にシンガポールにイノベーションラボを設立 

Stantander 
(スペイン) 

2014年 ロンドン • FinTech専門ファンド設立 100万ドル 以下の4領域におけるスタートアップが対象。 
①EC/決済、②貸出、③金融商品販売、④ビッグデータ: 

Wells Fargo 
(アメリカ) 

2014年 サンフランシ
スコ 

• 起業家支援プログラム - 
 

参加者には5万～50万ドル出資 
眼球による認証技術のEyeVerify等が参加 

MUFG 
(日本) 

2016年 東京 • アクセラレータプログラム - 
 

社内外からメンターを集め、4か月のアクセラレータプログラムを提
供。事業提携・出資を行う場合もあり 

(出所)：各社公表資料 出資実績に記載の出資額は他の投資家による出資額も含めた合計 

2-4-3.FinTechのエコシステム 
 ①大手金融機関のFinTechベンチャー企業との協業状況 
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規制・制度 
 ⑥米国の「Smart Disclosure」を活用したサービス事例 

医療記録提供サービス(Blue Button)および電力使用データ提供サービス(Green Button) 

Blue Button Green Button 
対象となる消費者 • 退役軍人、Medicare(高齢者健康保険)受給者等 

- 合計約100万人 
- それぞれ専用サイトが開設されている 

• Green Buttonに参画する電力事業者の顧客 
- 合計約3,600万人(2012年時点) 
 

消費者が 
取得可能なデータ 

• 個人医療データ(Personal Health Record, PHR) 
- 連絡先、治療実績、担当医、血圧等検査データ 
- ファイル形式はPDF、テキスト、Blue Buttonファイル

(XML)から選択可能 
 

• スマートメーターにより収集された電力の使用データ 
- 直近13か月のデータ 
- 個人情報は含まず 
- CSV形式でのダウンロードのほか、セキュアにユーザ

権限を伝達する技術OAuthを用いて、アプリケー
ションから直接読み込むことも可能 

データ開示者 • 医療保険会社 
• 病院・診療所 
• 薬局 等 

- 合計450組織 

• 20電力事業者(2012年時点) 

データを活用した 
サービス例 

• CakeHealth 
- 支払期日管理などを行う医療費管理サイト 

• Simplee 
- 医療費管理に加え、医療費の貸付も行う 

• PEV4Me 
- 電気自動車の充電費用計算アプリ 

• Unplug Stuff 
- 待機電力の金額を計算するアプリ 
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規制・制度 
 ⑦個人信用情報機関の国際比較 

日本 米国 英国 ドイツ シンガポール 中国 
代表的機関 • 全国銀行個人信

用情報センター 
- 全銀協加盟銀行が

利用 
• CIC 

- 信販会社が加盟 
• 日本信用情報機
構（JICC） 
- 貸金業者、リース会

社が加盟 
 

• Equifax 
• Experian 
• TransUnion 
⇒ 顧客企業に信用スコ

ア(FICOスコア)を提
供 
 

• FICO 
- FICOスコアの算出モ

デルを信用情報会
社各社に提供 

• Experian 
• Equifax 
• Callcredit 

• SHUFA 
- 2000年に全国8つ

の地域有限会社が
統合して設立 
 

• DP Credit 
Bureau 
- Experianが運営 

• Credit Bureau 
(Singapore) 
- 政府が運営 

 

• 個人信用信息基
礎数拠庫 
- 中国人民銀行が運

営 
 
 

利用可能者 • 加盟社のみが利用
可能 
⇒ 延滞、代位弁済

等の情報、本人申
告情報(一部)は
上記三者の加盟
会社間で相互利
用可能 

• 小売業、銀行、回
収業者、その他消
費者に信用供与を
行う企業 

• 小売業、銀行、回
収業者、その他消
費者に信用供与を
行う企業 
 

• A会員(銀行、カー
ド会社等) 
⇒全情報を利用

可 
• B会員(小売業、百
貨店、通信等) 
⇒延滞情報のみ

利用可 

• 加盟社(銀行、カー
ド会社等)のみが利
用可能 

• 加盟社(中国人民
銀行、商業銀行、
法律に沿って融資
業務を行う金融機
関)のみが利用可
能 

登録・照会
される情報 

• 本人情報 
• 契約情報 
• 返済の状況 
• 延滞等の状況 

• 本人情報 
• 契約情報 
• 返済の状況 
• 延滞等の状況 

• 本人情報 
• 契約情報 
• 返済の状況 
• 延滞等の状況 

• 本人情報 
• 契約情報 
• 返済の状況 
• 延滞等の状況 

• 本人情報 
• 契約情報 
• 返済の状況 
• 延滞等の状況 

• 本人情報 
• 契約情報 
• 返済の状況 
• 延滞等の状況 
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規制・制度 
 ⑧各国政府によるFinTech支援の取組の国際比較 

政府によるFinTech産業支援策 

日本 米国 英国 ドイツ シンガポール 

政府 
支援策 

• 金融庁によるFinTechサポートデ
スク 
- FinTechサービスを提供する事
業者から、具体的な事業・事
業計画等について、金融面の
相談を受け付け 
 

N.A. • Tech City構想 
- ロンドン市内(イーストエンド地
区)にICT集積地域を構成する
政府施策 

• 金融行為監督庁（FCA）によ
るProject Innovate 
- 新サービス開始の際、どのような
法規制に抵触する可能性があ
るのか事前に確認することが可
能 

• Innovate Finance 
- 人脈紹介、経営アドバイス等を
行う業界団体(FinTechベン
チャー、金融機関、VC等がメン
バー) 

- ロンドン市も資金援助 

N.A. • Fintech & Innovation 
Group（FTIG） 
- 通貨監督庁(MAS)内に設立 
- 規制動向に関する調整、金融
サービスにおけるテクノロジー活
用を担う 

 

112 112 



規制・制度 
 ⑨金融機関とベンチャー企業の連携に関する規制 

日本 米国 英国 ドイツ シンガポール 

規制内容 • 5%を上限とする出
資規制 

• 銀行の付随業務と見
なされない業務につい
ては実施不可能 
 

⇒ 金融審議会「金融
グループを巡る制度
のあり方に関する
ワーキング・グルー
プ」での検討結果を
受けて金融庁は法
案を国会に提出済
み。 

 
 

• 金融持株会社
（FHC）であれば、
金融業務の補完的
業務としFRBが認可
した業務について参
入可能 

- FRBは、①「補完的」
と言えるか、②当該
業務が銀行の健全
性や金融システムの
安定にリスクを及ぼさ
ないかを個別に審査 

- 議決権についても、
審査は要するが5%
以上の保有も可能 

• 原則、業種に関係な
く一般事業会社の議
決権を100％まで取
得・保有可能 

• 大規模な出資につい
ては当局が自己資本
比率規制上のペナル
ティーまたは禁止する
ことが可能 

 

• 原則、業種に関係な
く一般事業会社の議
決権を100%まで取
得・保有可能 

• 大規模な出資につい
ては当局が自己資本
比率規制上のペナル
ティーまたは禁止する
ことが可能 

 

• 株式の保有は、1銘
柄あたり自己資本の
2%以内までに制限 

• 当局が許可する場合
を除き、一般事業会
社の50%超の株式
を保有することは禁止 

 

113 113 



規制・制度 
 ⑩金融関連規制（１）～日本～ 

関連する規制 ベンチャー企業にとってのポイント 事業 

銀行法 
• 最低資本金規制：10億円 
• 銀行本体および子会社の業務範囲につき制限あり 
• 事業会社による銀行の子会社化は可能 

貸金業法 
• 最低純資産額規制：5,000万円 
• 個人に対する貸付は年収の1/3以内であることを確認する義務 
• 登録により参入可能 

出資法 • 金利の上限は20%に規定 
• 預金類似商品の提供を禁止 

金融商品取引法 
• 有価証券を勧誘するためには、「金融商品取引業者」としての登録が必要。 

- 「株式」の勧誘：第一種金融商品取引業者のみ可能(兼業規制あり、最低資本金5,000万円) 
• 2015年法改正により、少額の取引については登録要件を緩和(最低資本金1,000万円に引下げ等) 

保険業法 
• 2014年法改正により、保険仲立人の参入要件が緩和 

- 5年以上の保険契約の媒介を行う場合必要であった「認可」の要件を廃止 
- 保証金の最低金額を4,000万円から2,000万円に引下げ 

銀行業 

送金・決済業 

証券業 

保険業 

資金決済法 • 銀行以外の事業者による送金は100万円が上限 
• 本人確認義務(10万円を超える送金の際は、都度本人確認が必要) 

貸金業 
割賦販売法 

• (包括クレジット)最低資本金規制：2,000万円、 (個品クレジット)最低純資産額規制：2,000
万円 

• 2010年法改正により、2か月を超える取引の場合、利用者の「支払可能見込額」を算定して審査
することを事業者に義務付け 
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規制・制度 
 ⑪金融関連規制（２）～米国～ 

関連する規制 ベンチャー企業にとってのポイント 事業 

グラムリーチ 
ブライリー法等 

• 銀行の25%の株式を保有する場合、金融持株会社としてFRBへ届出が必要 
• 最低資本金条項はなし 
• 金融持株会社が行える事業は「金融の性格を有するもの」に限定される 

各州法 

ニューヨーク州の場合 
• 銀行法に基づき金融サービス局長から免許を取得する必要 
• 上限金利あり 

- 個人向け融資の場合、元本2.5万ドルまで：25%、2.5万ドル超：16% 
- 法人向け融資の場合、元本5万ドルまで：25%、5万ドル超：16% 

• 手数料は元本の1%または50ドルのいずれか小さい額までに制限 

連邦法 
JOBS法 

• 有価証券のブローカーディーラー業務を営むには連邦法に基づきSECへの登録が必要 
• 諸要件が満たされる場合、有価証券の発行者は、SECへの登録届出書の提出なしに証券を発行で

きることを定めたJOBS法の成立(2012年)により、株式型クラウドが明確に適法化 

各州法 • 財務条項あり 
- 州法によりそれぞれ異なる最低資本金等が規定 

銀行業 

送金・決済業 

証券業 

保険業 

銀行秘密法 
米国愛国者法 

各州法等 

• 送金・決済は銀行の専業とは規定されていない 
• ただし、送金は「Money Service Business」に該当し当局の監督対象であり、送金業者はマネロ

ン対策等を講じる必要あり 

貸金業 
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規制・制度 
 ⑫金融関連規制（３）～英国～ 

関連する規制 ベンチャー企業にとってのポイント 事業 

金融サービス 
市場法 

• 健全性規制機構(PRA)による認可が必要 
• 最低資本金条項はなし 
• 預金を受入れる銀行はリングフェンス銀行と定義され、自己勘定でのディーリング等特定の業務を行

うことができないが、その他の業務に関する禁止規定はない 

金融サービス法 

• 金融行為規制機構から認可を取得する必要 
• 金利規制なし。ただし、金利・手数料、販売方法、取立方法にういて不適切な行為があった場合、

「不公正な関係」に該当すると裁判所が認定した場合、利息の減免や返還を行う制度を設けている 
• 高金利の短期与信について、過度な手数料から適度に債務者を保護するための規定を制定するこ

とを事業者に義務付け(2013年銀行改革法) 

金融サービス 
市場法 

• 株式の投資勧誘は、金融サービス市場法に定める金融販売促進に該当し、原則として、金融行為
規制機構の認可業者、または認可業者から承認を受けた場合にのみ可能 

• 発行体は、募集総額が12ヶ月間に500万ユーロ以下の場合、目論見書の作成が免除される 

金融サービス 
市場法 

• 保険業に加え、保険仲介業務についても金融行為規制機構(FCA)から保険仲介業者としての認
可を取得する必要 

• 保険業については最低資本金条項あり(保険種類により異なる) 

銀行業 

送金・決済業 

証券業 

保険業 

決済サービス 
規制 

• 送金・決済は銀行の専業とは規定されていない 
• ただし、Payment Service Providerに該当し当局の監督対象 
• 英国国内法の規制内容はEU決済サービス指令に準拠 

貸金業 
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規制・制度 
 ⑬金融関連規制（４）～ドイツ～ 

関連する規制 ベンチャー企業にとってのポイント 事業 

信用制度法 

• 連邦金融監督庁（BaFin)から認可を受けることが必要 
• 最低資本金規制あり 

- EU資本要件指令では最低500万ユーロを永続的に維持できることを認可要件とするよう規
定 

• 消費者金融については、銀行のみが取り扱い可能であり、地方銀行、貯蓄銀行、信用協同組合が
主な担い手 

- ドイツの信用機関は、大半がユニバーサル銀行（銀行や証券、信託の各業務を全て手がけ
る総合金融機関）として、預金も取り扱う 

• 判例法に基づく上限金利規制として、毎月ドイツ連邦銀行より発表される市場金利の2倍又は市場
金利プラス12％のいずれか低い方を超えると、金利は民事上無効になるとされている 

個人投資家 
保護法 

• 適格企業については、新株募集に際しての目論見書の作成義務を免除(2015年法改正)。クラウド
ファンディングの活用が可能に 

- 個人投資家の投資額は上限1万ユーロ 
- 募集総額の上限は100万ユーロ 
- SNSを通じての募集の広告は禁止 

保険監督法 
• 監督官庁(保険種類ごとに規定)から認可を受けることが必要 
• 単体では兼業禁止 
• 保険仲介については、監督当局への登録が必要 

銀行業 

送金・決済業 

証券業 

保険業 

決済サービス 
規制 

• 送金・決済は銀行の専業とは規定されていない 
• ただし、送金・決済事業者はPayment Service Providerに該当し当局の監督対象 
• ドイツ国内法の規制内容はEU決済サービス指令に準拠 
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規制・制度 
 ⑳英国のHMT(大蔵省)の取組み 

中小企業の信用情報共有に関する法改正内容 

法改正の 
内容 

(2015年) 

the Small and Medium Sized Business (Credit Information) Regulations 2015により、既存金融機関以外の事業
者が中小企業の詳細な信用情報を利用できる環境を整備 

 
• 金融機関の信用情報機関(CRA)への信用情報提供義務 

- 指定を受けた銀行は、自社の中小企業顧客の信用情報を指定を受けた信用情報機関に提供しなければならない 
- 対象となる銀行、信用情報機関はHMTが指定する 

 
• 信用情報機関(CRA)の顧客(既存金融機関以外の事業者)への信用情報提供義務 

- 指定を受けた信用情報機関は、自社の顧客(融資を行う事業者)に対して中小企業の信用情報を提供する場合、どの顧
客に対しても同一の情報を提供しなければならない 
 従来は、「相互互恵規則」に基づき、金融機関に対しては詳細なデータが提供された一方、新規参入者等(詳細な

データを保有しない事業者)に対しては、簡略化されたスコアのみが提供され、新規参入者に不利な状況だった 
- 指定を受けた信用情報機関は、上記データをBank of Englandにも提供しなければならない 
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